
潟上市介護予防・日常生活支援総合事業における第１号介護予防支援事業の運

用基準及び費用を定める要綱

平成 29 年３月 13 日

告示第 26号

（趣旨）

第１条 この告示は、潟上市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成 29 年潟上市

告示第 22 号。以下「実施要綱」という。）第４条に規定する、第１号介護予防支援事業

の実施に関し、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 115 条の 45

第１項第１号ニに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（事業の委託）

第２条 第１号介護予防支援事業の実施については、法第 115 条の 46 第２項の規定により

設置された地域包括支援センターに配置されている保健師、社会福祉士、主任介護支援

専門員等のほか、介護支援専門員等の指定介護予防支援業務を行っている職員により実

施するものとする。

２ 地域包括支援センターは、第１号介護予防支援事業を指定居宅介護支援事業所に委託

し、当該事業所の介護支援専門員に行わせることができるものとする。

（実施の視点等）

第３条 第１号介護予防支援事業は、介護予防と自立支援の視点を踏まえ、対象者の心身

の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者自らの選択に基づきサー

ビスが包括的かつ効率的に実施されるよう、専門的な視点から、必要な援助を行う。さ

らに、サービス利用を終了した場合においても対象者のセルフケアとして習慣化され、

継続される必要があるため、対象者が主体的に取り組めるように働きかけるとともに、

知識や技術の提供によって対象者自身の能力が高まるような支援を行う。

（第１号介護予防支援事業の類型）

第４条 第１号介護予防支援事業における介護予防ケアマネジメントの類型は、次のとお

りとする。

（１） ケアマネジメントＡ

ケアマネジメントＡは、実施要綱第４条に規定する訪問型・通所型サービス、訪問

型・通所型サービスＡ及びＣの利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行い、か

つ、月の末日において実施要綱第８条に規定する介護予防サービス計画・介護予防ケ

アマネジメント依頼（変更）届出書（様式第３号。以下「届出書」という。）が市に提

出されている介護予防支援事業所について算定するものとする。

（２） ケアマネジメントＢ

ケアマネジメントＢは、実施要綱第４条に規定する事業のうち委託や補助で実施さ

れるサービスの利用者に対して介護予防ケアマネジメントを行い、かつ、月の末日に

おいて届出書が市に提出されている介護予防支援事業所について算定するものとする。



ただし、ケアマネジメントＡ及びケアマネジメントＣを算定している場合は、算定し

ない。

（３） ケアマネジメントＣ

ケアマネジメントＣは、実施要綱第４条に規定する事業のうち補助や助成で実施さ

れるサービス又は一般介護予防事業などのサービスの利用者に対して介護予防ケアマ

ネジメントを行い、かつ、月の末日において届出書が市に提出されている介護予防支

援事業所について算定するものとする。ただし、初回の１月のみの算定とし、ケアマ

ネジメントＡ及びケアマネジメントＢを算定している場合は、算定しない。

２ 初回加算は、新規に介護予防ケアマネジメントを行った場合に算定するものとする。

ただし、ケアマネジメントＣを算定している場合は、算定しない。

３ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は、利用者が指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該サービスを提供する

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における当該指定介護予防サービス等の利

用に係る計画の作成等に協力した場合に、算定するものとする。ただし、この場合にお

いて、利用開始前６か月以内において、当該利用者による当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。

（費用の額）

第５条 第１号介護予防支援に要する費用の額は、別表に規定する単位数に、１単位の単

価を乗じて得た額とする。

（１単位の単価）

第６条 前条に定める１単位の単価は、10円とする。

（介護予防ケアマネジメントの実施）

第７条 第１号介護予防支援事業における介護予防ケアマネジメントの実施について必要

な事項は、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１

号介護予防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について（平成 27年６月５日 老

振発 0605 第１号厚労省老健局振興課長通知）で定めるところによる。

（その他）

第８条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成 29 年４月１日から施行する。



別表（第５条関係） 介護予防ケアマネジメント費単位数表

名称 1 月あたりの単位数

ケアマネジメントＡ 430 単位

ケアマネジメントＢ 200 単位

ケアマネジメントＣ 300 単位

初回加算 300 単位

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300 単位


